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第6章公料後の手続＠OSτ帯磁A転籍R（）C印慧嚢∈〉

葉．上訴と国王の赦免権（A即eal　a綴欝欝og叙醜〉

6．葉有罪宣告の後に趨てきた新しい証鍵をどのように取む籔うのかという問

題は、ドーティー事件とヴィラーグ事件において生じたものであ猷また特に

隅一性が争われる事件において生じうるものである。ある者が無実であった鯵、

無実であるとその友人や親族が揺じている場合、必然麟に、彼らは犯罪を実旨

し霧た者を推濾し、発見されて》ない手がかむを探し、そして被告人めア辱バ

イが時間的に遅くなっても補強される手段方法を調査しようとする。これらの

調査の道筋が生産的であるとき、それが生み鬱すものは新しい証髄である。そ

して必然的に、新しい証鍵に目を向けさせるために、控訴院や内務省に、ある
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行政栓会論集　第欝巻　第2暑

いはその講者に訴えがなされることになる。本報告書のこの童においては、

我々は、上記2っの機縫の仕績みが申し分なく十分に機能していることを翻一

ティー事件とヴィラーグ事件の事実経過が示しているのかどうか、もしそうで

ないなら、そこからどんな教護を得るべきかを考察しようと思う。

6．2パラグラフ4ほ8老6において、同一性が翼題となる事件の公覇のための特

麗な安全装置の麟設の正当化に際して我々が与えた根擁のいくらかは、隅一牲

が問題となる事件には、控訴段賠やそれ嶽降の段麩において特溺な取む擾いが

なされるべきであるということを示唆するために絹も、られうる。また、それは、

特に縫一牲が縫題となる事樽において、新しい護擁の許警に関する諸開題が生

じうるということを示唆している。この報告書の本章を総み立てるに瞭して、

我々は、購一儀が問題となる事件のみを念頭峯こおいた。それのみが我々の書及

範露薄紅あるからである。我々が行う親告が、属一牲が閤題となる事件と購様、

あらゆる事件にも妥当することを論証できると我々は懇っている。しかし、そ

の講読の動力について跨賺することは、我々の活動領域外のことであろう。

鼠3　第il章で言及したように、我々の司法運営はi当事者主義毎伽鍵sεぜy

sys鎗搬〉に基づいておむ、公準彗は戦翻の特徴の多くをもっている。戦麗にお

いては、時賜を合わせて戦場で相手の全軍隊を攻撃することが両軍の責務であ

る。ナポレオンは、ブ1ナユッセルとプ鶴イセン軍がちょうど到着したときに、

グ鯵ユーシー元麟とその陸軍は墾まだに待軍の途中であったことを根鎚にした

ワーテル欝一の評決に射して反論できなかった。当事者主義の下では、もし公

甥時の誕鎚の欠妙が運の悪さに帰すべきであったならば、その救済は許される

が、公判時の誕礎の欠麺が勤鮭さの欠麺や証鑓なしに行うよう熟考された決定

に帰すべきであったならば、その救済は許されな継．この点に関する法は、基

本的に理事事件でも民事事件でも縫様である。パラグラフ2．37を参察せよ。民

事事件にお華ては、この覊束盤原理の効果は、一般にも、われているように、完
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全に窪しいものとして受け入れられている。理事事件においては、それは、不

運に対卜するいかなる救済もなしに、訴追｛難（いずれにぜよ、評決に薄する控訴

の権科をもたない｛麦1）において機能する。そしてそのことも完全に更しいもの

として受け入れられている。しかし、被告人に録するその作購は、当事者主義

がまったく現代懇懇に適合しないということのiっを簗ミらし出すま艶事曜を響1び起

こす。これまで、奮罪宣告を受けた者がその猫罪1こついて無実だったとしても、

披の弁護士の不注意一波密身の不涯意も一によって彼の事件の本質が見失

われたが蜘こ、撤者への災も・（鞭t・號。鱗膿e戯の原慰こ基づき・

彼は総務藪内で時を遍ごすべきである、ということが鍵論に受け入れられた時

類があった。しかし、今はそうではない。

注韓　欝稔奪欝事羅漢法器条は、無罪判淡のあとで法律上の要点にっ継てのみ、

　　控訴羨への難会を許容している。しかし、窯会結果がどんなものであろうと、

　　評決は何らの影響も受けない。

6．4　事実上、怠慢や間違った行動の帰結縁、これまでつねに、慈悲の馨王の

赦免権の行嚢によって一一今はおそらく滋雨よ鯵もっと欝由に行嚢される一一一、

被告人に対しては軽減的に作照してきた．ここで我々は、この言葉の正確な意

味において慈悲の許可に灘さを払うのではなく、確かにときどき生むるように、

法に従った鵯駈が特定の事件において正義と一致しないというような駿溌を是

達するための、羅王の赦免権の行使に離心を払うことにする。これが生じると

き、民事法上、咽難な事件が悪法を作む鐵すユという格書から、苦しんでい

る麟は、綾演可能なかぎ滲での慰謝を覗き慮すように経されている。璃事事件

では、弁護後彗にとって、醗王の赦免権の一つの行使はこの格書の遍羅を回避す

る手段として移産する。新しい証鎚が提懲される事件はこの範疇に羅する。証

擬撰除は、通経の司法運照にとって絶鰐に必要であ甑また特定事件における

不鉦義に蝿して機能する法準則によって至当化されうる。
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§．§奮罪宣告に録する講顯が、内務大矩が調査の懸鎧あむと思料できる新し

い誕髄についての申し立てとともに内務大駆に提鐡された場合は、内務大駆が

二者択一を行う。内務大疑は、自分§身でこの講顯を取む籔うことを決定しう

る。そしてもし彼がそれを千分に認められるものだと思料するならば、ヴィ

ラーグ事件で行ったように、無条件の恩赦の許可を提案することによって、蟹

王の赦免権の下で行動することになる。鰭方、彼は、ドーティー事件で行った

ように（パラグラフ2．§§）、麟定法上の権限（i弱7年に講事控訴醜が麟設され

たときにはじめて認められた）の下で膏動し、そして有罪霊告を受けた者によ

る上訴があった場合と瞬様に、決定のため事幹を控訴錠に付託することができ

る。内務大獲がこれを行うときには、裁凝議は、付託を受けた新し輪証鍵が麺

簿なるものであろうとも、これを考癒すること、及び、それにもかかわらず、

上訴が有罪寳告を受けた巻によって起こされた場合には、新しい証礎の挺趨の

許薄は通常の遵筋では認められないこと、または認められ露ないであろうこと

が、長い闘に磯之されてきた1董1。

注《聾R㌢．McG盛塩，［ig4韓2離醸塁95，躍恥r6Go灘凝CJ蕊蓬§7：
　　また、　R．v．Sw磁｝ey，［ig掌23　2　Aii　猛襲　餐薙蓬，｝｝er　L雛（童　脚重｛玉響ery　eJ　＆も

　　簸総．も見よ。

鼠§一見したところでは、これは筆端な事態であるように思われる。控訴駝

が結羅のところ内務大盤の命令どお鯵に証鑓を認めることになるのであれば、

なぜ内務大盤が直ちに、そして§らの行動でそうしないのか、と問われるであ

ろう。答えはこうである。すなわち、控訴院と内務大臣とが異なった原則によ

って支醗されている溺々の管轄権を統括して継るからである。上訴人の事件が

いかに賞賛に値しないものであっても、控訴人は法の穂益を受ける権利をもつ。

このことから、裁覇霧は時々、純稗に鼓術的な観点から上訴を認めるし、また

時々言われているように、上訴人には全く利益がない場合でも上訴を認めてい
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る。事件が内務大駆に送致されたとき、上訴人は法の保護を失い、慈悲の中に

入る。懸々の事件が、現実の不正義が存在し、あるいは不正義が行われた事件

であるということを内務大盤が確猛しないかぎむ、蟹王の赦免権は上訴人の麟

けにはならないで’あろう。

§．7　したがって、2っの仕緩み一我々が考察している観点での、控訴駝と

国王の赦免権一は権互に補魏合う。つま滲、よく言われるように、蟹玉の赦

免権は夢万一の球どめ（海貧ぎ就。β）」、「安全ネット（sa艶ty魏も擁なのであ

る。このコンビネーシ華ンは、上訴人が猫罪を行っていないと仮定した場合め

その狸罪のかどで一定靉靆の聡事施設収容を舗裁として科されることがないな

らば、上訴人の事偉の準備不足から、上訴人を強く自己擁麟させる。この欝己

擁鯨1は、単に上訴人霞身が慈悲の中に入るという事実によって弓1き起こされる

わけではない。必然的に、破の事件が内務省で検討されている聡に、時懸が経

遇せざるを得ず、そしてそれ濾上訴人が勾留中に費すであろう時間なのである。

2．上訴手続（A卵綴欲e獅oc畷w琶〉

6．8　法と国王の赦免権との関係の上述の分極は、新しい誕鑓の認容を支醒す

る法と手続の変更に関して我々に与えられる示駿を考察する一つの準備として

必要であった。アレック・サミェエルズ氏によってなされた蝿広い示唆は、織

一佐織携に至る新しい証鎚が当然のこととして認容されるべきであると墾うも

のである韓。より厳密な横縫に基づき（パラグラフ2、謎〉、野ジャスティス崖は・

上訴人が彼の弁護士の纏らかの過誤や無能さの結粟に誉ん建なければならない

という裁醤所の主張を撹報してきた。

灘｝鞭s猛曲灘ce圭麟蟹eC・航・ぞA贈a璽C舳童戯P臨・簸ほi彌Cr融

　　ぬ嚢23．
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6．§　控訴院による新謹鎚の許尋は重要なものであむ、霧法の通常の運矯と一

致するということ癬強く望まれる。上訴人におそらく法の利益揮あたえられる

であろう事件において、彼が国王の赦免権に委ねられるということは望まれな

も㌔それでも、そこには簿らかの麟1襲がなければならず、我々は、上訴人に、

露己の主張を、最も自己に翻合のよいように、公業繋こも講顯薯こも、あるいは、

その一鶴は一方に、縫の一部は縫方に鍵起するという選択権一これが結局行

き着くところであろう　　が与えられるべきであるということには賛成しな舞、。

義々は、この点で、隅一牲識溺の閤題が一般準則の擁外を構成するとは考えて

いなも、。

6．纏　「ジャスティス」によって擾起された点にっ覧・て、控訴號は、公職で証

鍵を提示しないことが上訴人の法律上の代理人や艶言者に帰着する場合に適環

されるいかなる一般準則をも形成しなかった。この証擬を縫示しな》ことは、

当然に行うべき努力の欠落から、不利益であることが覇暖した公判でなされた

決定まで様々な績溌の下で生εうる。麟定法の規定によってこの範露をカバー

することは不可能なことである。

馨．讐　ドーティ一事樽は様々な状混を示しておむ、とくに不利益であることが

購らかである決定に関する倒を示すものである。公響1においてフェンヴィック

氏は、ここでもし我々がワーテル欝一の戦場に立ち戻るとすれば、（彼があま

鯵重要税していなかった）グ酵ユーシーのために廼簸せず、ブ夢ユッセルに賭

けることを決断したのだった。もしもフェンヴィック氏が推濾していたような

績溌があったとすれば、披の依頼人は無罪となったであろう。それに慰して、

もし延難のあとで、ア13バイがでっち上げられていたことが示されたならば、

鼓は有罪密告を受けたであろう。これは、蚤事者主義が許容する秘益であ鯵、

そしてもし弛のシステムであれば、バスの運転手の謹言が弁護人に有秘であろ

うとなかろうと、バスの運転手から事椿を瞬きたいという裁準曜富の決定（パラ
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グラフ2．3餅33）によって否定されるであろうような種類の利益である。我々

は・この種の状溌が、弁護人に与えられている霞癌の範露を拡大することによっ

て容易に解決されうるとは考えない。

斜2　i弱8筆法は、控訴続に対して、証鎚を公準藩に提鬱しなかったことにっき

合理的な議賜があるとみとめられるときに、新しい誕鍵を許可することを要求

している。我々は、公準群こ提虚しなかったことにっき合鍵的な読鱗がない毒こも

かかわらず、新しい護鍵を許聾するように裁判藪に要求するような舗定法の政

蓮を勧告することはできない。また我々は、侮を合鍵的な説鱗として許容すべ

きかについて裁舞斬に示すような鱗定法上の焼定を勧告することもできない。

つま鯵これは裁料斬に委ねられなければならない。控訴院は、失数の漂露が弁

護士の遍誤や無能さにあるときに趨こることについての一般準則を設けてこな

かった。しかし、最近、次のようなことが蓋われてきている。すなわち、証人

を呼ばないという槙重な決定が公覇で弁護士によってなされたときには、「き

わめて倒外的な状混であったときは溺として去その証人が控訴銑に響ばれる

ことは許されないであろうということが言われてきている1舞。これは縁下のこ

とを瞬らかにしている（パラグラフ2．38遣§を見よ）。すなわち、裁覇藪は懐重

な決定をi鮪8隼法23条2項の下で、本質的に金運的な説鱗であるとは認めない

ということを、そして、そのような場合、購条i項の下でほとんどその嚢密裁

量権を背縫しないということを明らかにしている。これは厳しいように患われ

る。しかし、それが不当な麟事旛設収容となるであろうことへの上訴人の最終

決定ではないということは、記憶に留められなければならない。通常は、上訴

人が飽の手段によって救済を求めなければならないのが準則である。公醤で役

立っ誕擁を科駕しないという決定は十分に誘拐されなければならないものであ

る。議窮することは、弁護士やソ婆シターの能力と上訴人との連係を含むデ蓼

ケートな過程である。もしもこのような過程が公弱の裁料所よ鯵も内務省にお

いて葬公式に遂行されるということを裁判密が考えるならば、我々は、彼らの
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行政桂会論葉　第董3拳　第2署

考えを受け入れようとは思わない．しかし我々は次のことを難待する。すなわ

ち、裁縄所は、自ら侮が鰍外的な状況であるのかを評慰するとき、単に証擬が

謬繍余されるような状溌だけでなく、擁除される証鍵の重要性にも関心をもつで

あろうということを。ドーティー事件（確かに鯵外的だったが）において擁除

された証鍵は、もしそれが申請のためソ婆シターによって整理されていたなら

ば、反懸できな秘ものであったように患われる。このような事件においては、

公甥での弁護士やソ鯵シターの行動と決定は、弁護可能であろうとなかろうと、

問題にならない。一旦、遅かれ早かれ、そしてどんな方法であろうと、受璃者

が釈放されることになったことが明らかになれば延簸について問題は生むない。

漣韓農．v．B臨磁魏魏盤（CA，2暮凝y獅5，雛e脚翻）・

鼠欝　これは、ドーティー事件で起こり、そして籍しい証擬申請のための法律

挟勘の許葺｝に麗達する第2の問題を導く。数々は、我々の新見を、新しい証礎

の提轟の問題が公警薯の最後に生じたドーティ一事韓のような堆犬溌1こ醸寇する。

このような状溌はパラグラフ2．鱒で書かれたヂ事後活動葺のサービスによって

カバーされる。そして、もしも弁護士が、予定されている証人の新たな尋問は、

合理的で「信罵できそうで、かっ、控訴がその争点について鍵由ありとされる

その手続きにおいて容認され傷るような豊（我々は、i§総年理事司法法23条2

項lalから彗漏した。パラグラフ2．38を見よ。〉証言を生み幽すであろうと見込

まれることを筋書できるのであれば、我々は、法律扶跡が通常、ソ移シターの

サービスをカバーするように拡大されるべきであると勧告する。我々が述べよ

うとしていることは次のようなことである。すなわち、23条2項慰の下で「合

理的な議騨があるかどうかという事構は、法律扶励がソ写シターをカバーす

るよう拡大されるべきかどうかという問題に一ドーティー事件において明確

にしたように一一緩み入れるべきではないということである。たとえ、この2

項の下で合鍵的な説瞬がない場合でも、敢然としてi項の下での裁量の開題は
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デブ琴ン郷レポート讃談（墨完〉（法と心鍵学講究会）

残る。そして我々は、新たな誕鍵の重要性が分からない場合には、その裁量が

行われるとは考えない。

6．韓　ドーティー事件が皺む擾われた当時、上訴における法律鉄鏃を考慮する

態度は決して開白ではなかったが、饒方で、瞬時に故ビーン職事の議長の下で

繧織された私的なグループが上訴事件㊧準備のための手続を棲試していた。こ

のグループの験討は、ドーティー事件にお継て生じた困難さによって決定的な

鵜殿を与えられたようである。そして、その成果は、i§鱗年7月、「控訴醗飛

事藷における諸手続のために」という表題の小総子にまとめられた。この小濡

子は、嗣時難に発行された実務ノートの中で首篤裁判官によってソ婆シターや

弁護士に推奨された韓。このノートには次のようなことを奮起させるものが含

まれていた。すなわち・ソ蓼シターは・もっとも窃㌶の段賠で新しい謹鍵を提

示する合理的な可能性を探るべきであること、そしてこの目的のため・欝穫年

法律扶跡法総条171の下での法律扶動体麟が小欝乎の中の一難分に記載されてい

ることを。さらに、控訴の聴麗のための法律扶勘にお雛て、裁覇承1ま、ソ婆シ

ターを任命する根当な理由があるとき、たとえば記録、証人の僕遽、その飽新

たな資料が重要で必要であることが瞬らかになったときには、いっでもゼ十分

な法律扶勘」を命じうる。我々の見解では、上訴人への法律扶跡は、ソ蓼シ

ターのサービスが新たな誕鎚の準備のために金運的に要求されるときには、い

つでもそのソ蓼シターのサービスを含むべきだ、ということが最も重要なもの

である。我々は、実務ノートがゆるやかに解毅されるとすれば、それはこの目

的を達成するものであろうと思う。

注1茎1［i§7勇i　WLR77婆．

6．憾　この見鐵しの下で残る問題は、講事法院において事件を撮った弁護士や

ソ婆シターのサービスを控訴銑で維持することの実務に関するものである。通
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常の上訴においては、このことは明らかに依頼人の騒益にな甑そして確実に、

裁半彗所は公覇の経過をよく知っている弁護士やソ婆シターの働けを徳るであろ

う。これは、新たな重要な証撚の薄能姓が公舞の途串や後で生じたような事件

においても当てはまるであろう。しかし、役立つことが認識されていた誕遜や

侮らかの運由で絹墾られなかった証擬の許可のために申請麟鐡された場合には、

我々は逆のことが恐らく妥当するであろうと考えている。そのような申請の聴

圏に際しては、たいてい、弁護士著しくはソ瞬シター、又は講者の行為や遍誤

が調査されること、それ故に、依頼者のみならず裁鵯藤も勝懸の申告から琴彗益

を受けるということは必然的なことである。我々は、実務一般では、このよう

な場合、新たな弁護士やソ壁シターが警拷当てられるべきであると勧告する。

もちろん鍵外的な特徴はあ鯵うるし、それがある場合には、それは弁護士の励

言の串に現れうるであろう．しかし我々は、専轡家らは目らの伝統に十分に合

致する一般準則を受け入れるであろうと思う。もちろん、弁護士やソサシター

の行為が幾覇の余地のなも・ものである事件も多いであろう。一般準則がある場

合には、変更は簿らの幾鵯もないであろう。もしも一般準則がな1重れば、レジ

ストラーは、それぞれの事件において幾鵯の余地があるかどうかを決定しなけ

ればならなも・であろう。そしてその場合に行われる変更1ま、反薄する機会がな

かった不明瞭なものとして理解されることであろう。

3．内務省の手続購。撫30餓。εP給ce鋤紛〉

6．総　我々は、パラグラフ3．蕊尋嬢こお雛て、この手続について述べた。ヴィ

ラーグ事件はi§質年9月簸薮の手紙によって始まった。およそ2隼後のi蟹3年

8月隠縫に、大臣補佐はこの事件について調蚕がなされるべきであることを要

請した。ig鱗年垂目8蔭の下駝への報告において1釈内務大疑は、内務省内に

容認できない遅延が存在することを明言した。

一i32一
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漣轡0数量盛衰e舞重，Vo至8マ2，c倉皇逢6．

6．搾　遅延の主な藻分は、蔀局の職員がスタッフ不足のため、極度のプレッシ

ャーの下にあったという事実とともに、事件の重要な点についてそれを最密に

越窪した職員の重大な判藪の誤瞬こ帰すべきものであった。パラグラフ3、総を

見よ。議会への報告において、内務大憲は、当時この種の事件を取鯵擾うため

の手続を再換討していると述べた。この綾討と、さらに内務省選事局の運営に

ついての醗究の結果として、我々が公表することを許された一定の改善が行わ

れ，た。の麩蚕王の赦免権の実施に関する事項を取む振うC3羅垂一i§73年にすで

に高綴幹離と上級事務官の追給によって捻名から欝名に増員された一におい

て、さらに懸の高綴幹蔀と2名の上綴事務官の追蕊1によって上綴職員（つま鞍

上綴事務官以上）が増員された。この再補強の目的は過重負極を軽減すること

であ辱、また事件の調養と決定の早さと正確さを増強すること、さらに、この

種の業務に備えて現場修習の水準を改善することであった。2名の幹部（緩織

と方法の分野にお継て豊富な経験を寫する者〉には、それぞれに、講練の手顯

の醗発と改善、そして部局内での管理運営の適切な手段の適羅に関する特懸な

責任が付与された。さらにこの責任と、それを取鯵擾う全ての職員とが、事務

局内での業務再醗分の経過の中で、新設されたC5局（これは蟹王の赦免権と

終身薄1、及びその関連業務を取む掻う）へと移された。その結果、離縁長が魑

の分野の責任から生じる地の緊急を要する業務によってほとんど駆魔をされる

ことなく、詳細な管理を行うことができるようになった。

6．鰺　繭のパラグラフで述べた重大な甥懸の誤むと極度のプレッシャーは、

露髄年9月貸8から欝？3年3月（事件の展縫の第2段贈で事件が高綴事務嘗に

達するとき）までの簸闘のほとんどと、ig73年3月から欝73奪8月2§響の講査

要請までの難問のいくらかにおいて明白になる。事件が通常の攣さで進行した

場合でも、公訴局長からの手紙の受信と謁蓋要請の簡に数ケ月（おそらく6ケ
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月ほど）の実質的な遅延は存在した。我々の見解では、それは、その手紙と新

たな調査が必要であると気づくために添韓された報告書を読み、理解するのに

必要な時間よ鯵も長くなるべきではない。これによって我々は、採罵されるテ

ストについて検討することになった。また、我々は、事件の重要な点について

の職員の重大な鵯断の誤鯵が、単に彼懸人の不適窮な評簸にのみ帰するものな

のか、それとも彼が適駕することを難待されていたテストの少なくとも一鶴に

帰すことができるのかを知むたいと思った。それ故に、我々は、関係する職員

から最大限の援勝を受けながら、この点にっき十分な講査を行った。

6．総　我々の見解では、信じられるように見える新たな誕鍵が提出されるとき

に生じる第iの問いは、その証鍵が事終の状溌を変えるか否かである。もしそ

うであれば、第2の闘いに答えるために、さらなる調萱（新たな捜査という形

式であろうと、完全な再調査という形式であろうと）の差し追った必要性が生

じる。その第2の隙・とは、さらなる調査の後で、事欝が再検討されるとき、

疑いが有罪宣告の鑑しさに投げかけられるのかどうか、というものである。ヴ

ィラーグ事件において、新たな証鍵は容易に、公麟時に十分な事実が知らされ

ていなかったということ、そして、陪審がもっていた憶灘葎ヴィラーグ氏を有

罪としたということを示していた。つま鯵、彼が艦一の事件関係者であるとい

うことは誤むであった。これは、共犯関係にあるヴィラーグ氏を購ら力蝿こした

ものではなく、事韓の状溌を変えたのである。これ解、我々が調甕の要請を理

解するために手紙を熟読することが必要であると述べた理由である。縫保する

職員は脅ら誤った闘い、すなわち、証槌が事件の状溌を変えたのかどうかでは

なく、それが有罪童告を陣すのに十分かどうかという誤った問いを発していた

にちがいないと、我々は思う。我々は、新たな証塾が濃されたあらゆる事件に

おいて、2っの段階に含まれる2つの悶籍が覆劉されるべきであると想う。

6、臆　それでは、第2の鶏墾に答えるための正しいテストとは侮か。つまむ・
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全ての謹撫の再評懸の後での古継誕擬と新たな証鍵をともに皺む上げるための

鑑しいテストとは縁か。内務大疑が適題するテストは、本質的に、挙証責任の

転換である。これは、講顯者が無実の瞬嶽な証明を示さなければならな～・とい

うことを意味するのではなく、法定手続によって有罪宣告を受けた猫罪を本当

は行っていなかったと思料するために十分に納得できる根鑓を彼が証窮しなけ

ればならないということを意味する。これは控訴銑で適溝され，るテストよむも

かなり硬いものである。そこでは、上訴は新たな証鍵に基づくので、上訴人に

は、陪審の評決とは異なるものになるという意味において、彼が提出した読鍵

が馨羅しうる実質的なものであるということを最密に示す義務がある。しかし、

一旦、ハードルが越えられると、通常のとお鯵、全ての重要な資料の再跨殊の

後、有罪宣告が「安全で満足なもの蓬であること、つまむ裁鵯漸が「潜在的な

疑念」をもたないことを訴追灘にお》て示すという挙証責任とともに、上訴は

趨常の経過を進むことになる。

6．2重段々は、内務大臣が控訴鏡と鋳様のテストを遍羅すべきだと患う。彼が

そうしないことは異擁なことである。なぜならば、彼が、一見したところ、再

吟味に纏する事件であると決定した場合、すなわち、彼が提鐡された新たな誕

鍵を信零しうる実質的なものであると覇翻した場合、彼は、ig68年溺事上訴法

貿条の基づき、事件を控訴院に送致するか、自分欝身で麺理するかを決定しな

ければならないからである。彼は、控訴羨に比較的軽微な事件の有罪宣告を付

託することはできない。なぜならば、それは葺条の中1こ含まれていないからで

ある。さらに、彼は、法律上許されない証槌を考癒するよう求められている事

件も控訴銑に付託することはできない。なぜならば、控訴院はそれを取吟搬わ

ないからである。またヴィラーグ事件のような、新たな証越又はその一鶴が公

的に与えられるという望ましくない場合もあろう。確かに、その縫の要素も存

在する。しかし、それがどんなものであろうと、我々は、ある一定の形式で事

件の訴訟手続が進行しても・るときに、地の形式で事件の訴訟手続が進行する場
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合とは異なる挙証責任の質撲を盈当化するいかなるものをも懇嫁することがで

きない。

6．22　内務省の代表者との意見交換のなかで、薮々は、2っの手続、つまむ控

訴銑への醤託と内務省内での講査とは本質的に異なるということに気づいた．

後者の手続における事樽の麺遜には厳賂な霞界がある。つまむ証髄は十分に険

討されず、証人は喚闘されないのである。そのことは、そのような状溌の下で

は、よ鯵堅露なテストが適矯されるのが正しいということを示唆していた。そ

れにもかかわらず、我々は、璽難であるとは想うが、問題の解決は、テストを

分化するよ穆も、できるかぎ鯵手続を隅一化する点にあると思う。意見交換に

おける議論は、聾条に適合しない事件が付託されるところの通常の裁醤藤とは

異なる証鑓ルールや手続をもった独麩の審報辮を企臠することにまで及んだ。

我々は、このような審鵯辮を設讃する可能性は内務省で瞬発されるべきである

ことを勧告する。それは、欝事上訴について経験豊かな者によって構成され、

そしてその権銀は決定的なものか、あるいは勧善的なものになるであろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（訳：大出　　弘）

第了章　マジストレイト裁轡駈の手続

7．手本報告書の藩章までにお墾て、我々は、藍式起訴（沁δ墨蕊搬磁のに基づ

く裁鵯富と結審の面麟での公鵯を念頭においていた。重大犯罪が審運されて重

い瑠罰が科せられるのは、瑠事法院にお継てである。我々め注意を引いてきた

ところの、誤った同一性識響彗から生じる現実の、あるいは潜在的な誤宰彗の携は、

若干の｛残外はあるものの、このような公準彗から生εる。これには十分な根妻越が

あると思う。講一牲が争われる事件は、略式手続の管轄裁覇辮ではさほど頻繁

には生じない。略式猫罪の大難分は、被告人は犯罪現場で逮捕されているか、

質幾を受けているのである。多くの遵驚交通法違反事件のような召喚状形式に

　　　　　　　　　　　　　　　一i36一



デブ撃ン郷レぷ一ト試譲（撫完）（法と心遜学醗究会〉

よる手続の場合、瞬一姓識甥の侮らかの証髄は現場で入手され、同一盤1に臆す

る争いはめつたに生じな墾。ア！フバイ証擁の縫鐡を含むような争いはもっと少

なも、、と我々は饑いている。

7．2　講一性が大きく争われる事件においては、すでに整式裁判手続の中に、

理事法統において行われている手続とは基本的に異なる点が数多くある。第i

に、賠審からの上訴とは異な鯵、マジストレイトからの上訴は、麟のマジスト

レイトとともに鷹に座っている飛事法院の職事の面繭での完全な再審蓬という

形式をとる。上訴のために提鐡される証鍵は、実質上、下綴審に提出されたも

のとは異なる。そして最初の審理のときの怠慢や誤吟は双方によって修蕊され

うる。したがって、ある者が誤って脊罪科決を受けるときには再び誤修撰緩む

返されることになるだろう。第2に、事件の建魏縁マジストレイト裁睾締轟こお

いてごく容易に行われるうる。穰事法統においては、賠審員の秘硬性がこのよ

うな麺類を全く不響能にしているからである。したがって、当事者双方、又は

裁率翻離が、さらなる謁壼を行うため毒こ、もし望ましも虫らば・延鰯を求め

うる。第3に、欝6？年飛事司法法簸条の競走は鑑式起訴による公判にのみ適羅

可能である。その規定によれば、ア讐バイの詳纏な事前告知は、ア鯵バイを裏

付ける証鍵の提鐡のための必要条件であるとされている。

フ．3上違のことから、我々は、我々の勧告が略式手続の管轄裁鵯辮での公覇

に適羅しうる範懸について考えてみた。それは、我々に取下のことを指摘せし

めた。すなわち、この裁報議での手続のいくらかの過剰な複雑さが、結果とし

て、翼在十分に合理的な早さで鑓理されて駆るあらゆる範醗の事件において、

受け入れがたい廼難と複雑さになむうるということを。これらには、ひとむの

讒人による被告人の多かれ少なかれヂ形式的な畳購一盛識霧を含むあらゆる事

件が当てはま紛る。そしてこ栃は、真蠣一働欄題となる事件ではない・

我々はこの危験を認識している。そして主として、それ故に、我々は我々にな
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された纒えば鐵下のような示唆を矩絶したのである。簿らかの補強謳擁のため

の麟定法上の要請、争われている溝一牲の通知を送達するための被告人の義務

づけ、隅一鑑識磯証擬の危険性について歪式に覇箏鷹の注意を促すための書記

官の義務づけなどがそれである。我々は、上綴審に遍羅できるさらに死式な手

続が整式手続の管轄裁霧海にも適絹されることを適切だとは考えていない。

7．4我々の主たる勧告は、ここまで獄下の3っの分野に及んでいるゆ

　｛麟　普選的な適矯に関する基本的な原理又はルール（パラグラフ4．53一質）

　鯵　被告人露同一性識溺（パラグラフ魂．8餅i§§）

　1麟　ア摩バイ（パラグラフを72－76）

第4章における議論は正式起訴に基づく公肇1に請けられていた。そしてその多

くは、明らかに略式裁糠こは適屠響能ではないであろう。現在、この領域にお

ける略式裁覇手続は合理的にうまく機能しているということが我々に明らかに

されて耽る。この手続を変更する羨に、実施される我々の勧告に係る手続がど

のような形で趨事法錠の実務において現軋るのかを見極めるためには一定の鋳

閤の経過が必要であると、我々は感じている。このことは、ジェームズ委員会

の勧告1重1から生じるところの、マジストレイ卦裁鵯醗と聡事法統との業務の再

醗分を考窟するための機会を与えることにもなろう。

注縫》　賞e脚rも。玄磁登　Co磁通i就ee　o簸　旗弩£践str玉董搬も童。簸　o｛C嫉滋撫a茎　B讐si簸ess

　騒wee難丁数eCぎOWRCo膿．鋤6漉癖s搬もes’Co麟s（C雛擁6323），ig？5、

7．5　した癬って、我々は、我々独目の勧告を、さしあたむ死式越訴に基づく

公糠こ限定することにした。つま鯵、我々はマジストレイト裁覇漸における手

続上の変更について侮らの提案もしない。このことは、異なった法原理がマジ

ストレイト裁判辮において通馬されるべきであると我々が信じていることを意

殊しない。もっとも、瞬一瞥が現実に糞に問題であるような場合におも・ては、
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デブ琴ン舞レぷ一卜試訳（を完）（法と心煙学購究会）

マジストレイトは我々が上達パラグラフ縷．5家質で購らかにした原理に醗癒す

べきであむ1童1、それに鍵って農らを方溝づけるべきであると、我々は勧告する。

我々は再び以下のことを強請しなければならない。すなわち、段々が念頭にお

いている翼に購一儀が争われる事樽の形態には、瞬一牲識鍵が法蓮で行われ、

そしてそれが全く形式的なものにすぎないような大藩分の事件は含まれていな

いということを。また、名簿や往勝が現場で得られている場合も、上述パラグ

ラフ4惑5で　舅示したように、マジス静レイトには擁外的な状溌や追越される証

鑓を発見する上での羅難さはない。我々は、真に講一盤が争われる事件が発生

したときには、マジストレイトがそれを見極めることができ・そして一般準灘

を適矯するであろうことを確信している。

注鱗　C乙衰C第糞報告書に書かれている草案第28条と鏡鞍せよ。そこには次のよ

　　うに書かれている。賜る老嬢1罪に幾する酪式裁糠こおいて・灘蠣嫉蓬

　　式起訴麺基づく公職の場合と髭較しうる諸条簿の下で、被告人に有罪豊告を

　　言渡す藩に、特に漢意が必要であることを結審に警告するよう裁料湧に要求

　　する全ての法令に蝿して注意を払わなければなら電いoj

ヌ．§　再び、真に濁一性が争われる事件においては、被告入籍緯一性識磯の不

満足な本質に注意が溝けられなければならな蒐㌔マジストレイ卦は、購一牲識

購パレードが十分な理由なしに省略されたと自らが確信したときには、当該同

一性識劉証挺を掘絶すべきである。このような条件の下では、マジストレイト

は、被告人霧海一性識劉のみに基づいて鵯擬することを白蜜に擾否すべきであ

るむ

7．7　ア婆バイ貌弁が藩瀬に趨されるようなめったに起こらない事件の場合、

マジストレイトは、パラグラフ嘆．7狂聡で詳遠した諸原蓬を適矯すべきである。

同一性を争うという被告人による意思表示を、最も早婚機会に、裁懸辮と訴追

灘に通難ずるためのあらゆる促進・支援がソ瞬シターに与えられるべきである。
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また溝様に、突然に訴追された場合には、懸座に麺類の許可がなされるべきで

ある。

7．8　略式裁宰彗において真に同一性が争われる事件の割合は非常に小さいので、

我々は、我々の勧告が、多くの被告人に輯して磯事法統での公睾壁に進むことを

選択するよう、もちろん彼らにはこのような選択ができるのであるが・促進さ

せることになるとは懇っていない。我々の見解では、このような事件は、通常、

財政的な条件が充足されている場合には法律扶励の許可を正楽化する。事件の

盤質からみれば、これらは、いずれにせよ、ひとつの選挨がなされうる事件で

あろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（訳：大由　　弘）

第8章要約と勧告
（鶴亀の詳纒は太宰にしてある）

亙　藩　　説

艇　完全にあるいは主として目撃繊遠靉靆による属一性識舞慧に依麗する事件

においては、誤った有罪判決への特購な危験があることを示すことができて

我々は満達している。それが起きるのは、この種の証槌の懸値を査定すること

が鯵外無しに園難だからである。そして、自分を誠実に億むている謳人とその

誠実さがもたらす嘗罪科決は、滅多になどとはいいがたい縁どかな鯵間違って

いる。我々は、この種類の誤謬を検知する法蓮上の実践的方法が姦在しな墾こ

とを見籍だした。我々はさらなる醗究が支援されるべきだと勧告する。

砺究は、心理学に基づく溺察が詞一儀識溺バレー騨の実施や法廷実務に役立

つ方沫で行われるべきである。特に、チープレ2一ダーや穂の適燐な方法の
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デブ瞬ン郷レぷ一ト試譲（争完〉（法と心邊学礁究会）

跳響を欝て、声の講一性識鍵パレードが可能な銀馨早く雲霧可能1こなる方爽

で選められるべきである。

絃2　属一姓識馨彗パレードなど、購一瞥識溺事例1こ特有なプ藤セスについての

我々の検討は、改善が必要であることを示している（このことについては我々

は後に考える）のではあるが、誤鯵の危険を実質的に増大させるメカニズム上

の購確な欠隆については覇らかになっていない。危険を低減する唯一の方法は、

挙証責任を増大させることである．このことは必然的に、無罪鵯決と同様に有

罪繕決をよむ難しくさせるので、麟綴条項によってフ愛P一されなければなら

ない。

鼠3　（挙証）責任を塔大させる伝統的な方法は、補強証鍵を必要条件として課

すことである。我々はこの方法を2っの遅出から諭告しない。第iに、麟定法

上の定義内で補強証鎚を鍵虚することが難しいあるも・は不可能な事件（携えば、

頻繁なあるいは長類に及ぶ観察による事件が含まれる）があ甑その場合には

その要件が遍度の挙証責任を課すことになってしまう。第2に、伝統的な必要

条件は、我々の意見によれば、やがて不罵になるだろうからである。i総6年獄

前には、適擁に指示された結審の評決が望ましくない専霧的事項を強き起こす

としても、それが実質上の結論であるときには、補強謹擁の必要性こそがなく

てはならない安全対策だった。欝66年以降、評決が安全で満足だと認められな

いときには評決を破棄するように、控訴銑は麟定法によって求められるように

なってきている。このことが、陪審による考察のために残された護擬資料を以

蔚のように厳密に統麟することを不必要にしている。

叢　公糊手続

鼠4　しかしながら、通常の事件では、訴追が目撃供述誕遜のみによって訴追
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されてはいな継と探証されること、もし登攀供遽誕鍵のみで訴追されるならば、

そ駿らの事件は失致すること、を義々は顯っている。そういった事件は失敗す

るのが当然だと我々は考えている。なぜなら、我々の意見によれば、講一鑑識

麟証礎がそれ窪体で有罪のための金運的疑いを撰縁できるほど十分に賃頼に罵

ることは鰐外的な事件のみだからである。義々は、公報裁甥官が麟定法上では

以下のことを求められるべきだと勧告する。

a．擁外的（に億溺できる）緩混下での購一性識鶏であるか、勉の種類の

実質的誕鍵によって目撃証鍵が補強されていない醸鯵は、§撃供違証鑓

のみに基づく有罪醤決は安全ではないと陪審に指示すること；そして

も　撰窪外的と見なされうるような状溌や、溝一牲識懸を補強しうる証槌が、

　それぞれもしあれば、賠審にそれらを指示すること；そして、

C．もし彼（公覇裁料官）が上記の状溌や証鍵についていずれも指示でき

ないときには、無罪の評決をなすように陪審に繁して指示すること

　我々は鯵外的な状溌の纒をいくつか与えるが、我々はこの点が判擁によって

発展させられるように法をそのままにしておく。我々は、明確に定義された状

溌の擁示や最小蟹の骨無的謹鍵を麟定法が提供することが、実践的であるとも

望ましいものであるとも思っていなも㌔

8．§我々は公講手続を進めるための地の3っの提案をもってお甑それは以

下の3っのパラグラフで要約さ耽る。最鵜のものは説示と一般的に闘達してい

る。飽の2っは手続を2つの纒錘から厳賂にすることを求める。第iは、被告

人露隅一性識肌第2は、瞬一性識馨彗パレードを規麟する準則の不緩行と、見

込みのある証人に被疑者の写真をi枚見せること、である。

8．§　ここ数年聡、謹承を行う裁鵯官たちは、それ搬蒲に比べて講一鑑識鶏の
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デブ婆ン簿レポート試訳（争完〉（’法と心獲学醗究会〉

問題をよむ詳総に搬う繧講にある。この額麟は奨励されるべきだと我々は考え

ている。特に、我々は裁鵯嘗が礎串されたア蓼バイを慎重に取む振うべきだと

考える。同一性識鍵護鍵とア弩バイ証擁は縁むコインの表裏だからである。

§．7　被告人鷹瞬一牲識雛が望ましくなく不請是なものであることは擬して構

意されて》る。しかしそれは法によって認められてはいるので、裁覇駈は公覇

裁料官に、特定の事件で予懸偏見があるとして拒絶されるべきか否かを遽べる

裁量を委ねている。この裁量は鱗定法によって鰹穣され講整されるべきだと我々

は勧告する。護人が主簿的に被疑者・被告人を選濁するパレードかもしくは類

似の縫の方法による同一性識麟が、法廷での岡一性識馨彗に先行して条件を整え

たうえでなされなければならない。パレードの実施が実行不能か不必要である

ようなとき以外は、条樽を満たさずにすますことはない。実行不能の鰍は、被

疑者・被告人が参撫を拒むときである。不必要の鰍は、証人が被疑者・被告人

を予め知っているときである。被告人露緯一盛識霧が許される全ての事件では・

選賭するのではなく直面しているにすぎない斌溌における（識幾〉護礎の臆弱

性について、裁鵯官は踏審に対して警告するように麟定法によって求められる

べきである。

8．8　ときに、内務省通達がパレードのやむ方や見込みのある証人に籍する被

疑者写真の呈示方法について、警察に繁して教示することがあった。我々はこ

れらが懸々の幾舞戦こ再講築されたうえで法簿軽ヒされることを勧告する一それ

らはパレードの焼則と写真呈示の規則である。我々は公覇前手続の章（二第砦

章）で嶽下に要約する様々な修五を勧告した。公戦それ自体に起きる問題は、

準則の不履行の結果に麗することである。現在では、このことは公鵯識字彗官の

自由裁量に委ねられている。我々は再び、この欝由裁量が舗定法によって麟鰻

され窺鰯されるべきだと勧告する。

一i43一
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　パレード準則の目的は、ヂ証人が、特定の場面で嶽蔚目撃したと遽べた者の

写真を、もしそれがあれば、写真緩の中から抜き出すことができるかどうかを

審査すること」だと言い直すべきだと我々は勧告する。もし公覇裁職官が、準

麟4）不履行（あるいは飽のどんな違法行為や遍ちでも）によって春蚕を不請建

なものにしてしまったと考えるなら、影響を受けたパレードやパレードの一鶴

分は、麟定法によって、無効であるとして振われるべきであ駄そこから生じ

るどんな証礎も撰除されるべきである。

　我々は写真呈示準則の不履行についても同様に掃われるべきだと勧告する。

準則の目的はゼ護人が、ある特定の場面で以前目撃したと遠べた人の写真が、

もしその写真があるなら、写真鰻の中から抜き惑す能力を審査すること」とし

て述べられる。これらの準舞彗は、不必要な写真呈示に繋する緩定もまた作るこ

とになる。警察がバレー欝こ参趨させうる被疑者を特定したときには、写真呈

示という手段ではなくパレードという手段によってこそ同一性識磯のさらなる

段隙こ進むべきである。薮々はこのことが絶端的な準則であるべきだとは考え

ていない。なぜなら、調蒼の必要性が最も重要だからである。しかし、そこか

らの逸脇こは正当髭が必要であると我々は考えている。準嚢彗について考癒した

うえで、讃蓋の§的に黙らして合蓬的に必要だという理宙から、写真を見せる

ことに裁覇宮が満足した場合を除いて、被疑者・鞍告人の写真を饒に見てしま

った証人は、法廷で被疑者・被告人の講定を許されるべきではないという麟定

法上の規定を我々は勧告する。

穰　公料蔚の手続

8．霧我々が調査してきた主たる翻面は

　鱒　猿人の搭写を獲鬱することと雛示すること（パラグラフ8ユ§〉

　1欝　写真を呈示すること（パラグラフ8．i葺
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デブ彗ン麹レポート試訳（争完）（法と心鍵学聡究会〉

馨1　隅一牲識舞1ノでレード（ノぐラグラフ8．i2－i？）

鱒　ア蓼バイの準輪と講査（パラグラフ8．総一麗）

であむ、我々は上記された各簾においてこれらを懸々に取む擾う。

鼠臆　警察は警還、決して必然的ではないが、告訴がなされた身元の不確かな

人についての雛写を獲得して筆記する・このような描写は、公報以麟に弁護麗

によって現在よむもよむ全般的に利罵薄能であるべきだし、それは証麗として

許されるべきだということが示唆される。我々は以下のことを勧告する。

韓　警察は、可能である場合はいっでも、犯人に擬せられて》る人の描写を

　獲鬱し書面で残すべきだという管遅運営上の規則が存在すべきである。

麟　訴追灘毒ま、証人がパレードに慈癒するかどうかに関係なく、犯行現場で

　麗人を目撃したとして訴追麗に知られている証人について・その住駈と名

　藩、及びその者によって撰供された猛火描写記録の複写を、求めに応εて

　弁護縷彗に薄して提供するように麟定法によって要求されるべきである。

麟　訴追鰹証人が法莚で被疑者・被告人を犯行理場で§撃した人鞠であると

　識験したとき、その護人が署名し、警察官の第i穰面接で提供したその人

　物の搭写は、隅一牲識霧が描写と一致することを示す証擁として麟定法上

　許容されうる。

8．餐　見込みのある証人に：対して被疑者の写真を呈示することは、猿人投壷の

ための欠くことのできない過程である。岡持に、それは証人が行う同一盤1識懸

の繕頼姓に影響する。我々はパラグラフ8・8で・この鶏題について我々が最も

よい解決法だと見なしていることについて捲示した。一般的に書って・耳糞が

呈示される条絆は、購一惟識懸パレードに適嬬される条件に可能な鰻む逓づく

ように準則が改定されるべきだと我々は勧告する。
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手続は、巡査部長翻）繕級以上の警察官に監督されるべきである。

1度に農人の証人しか鐵篤してはならないので、証人が監督官と2人き瞬こ

なったときに初めて、写真鰻が談人に薄して呈示されるべきである。もし、

複数の証人が選択のために鐵篤したときには、彼らがお互いに議さないよう

に気を鱈雑な離れぱならない。

談人は、少なくとも稔枚以上の写真を含む写真鑛の中から、跳言・靉靆なし

に選摂しなければならない。

写真検査の欝欝を含む手綾に臠する書面による鞍憲書1ま、監督官によって作

成され、その複写が弁護則に露示されねばならない。

8．鐙　瞬一牲識劉パレードは、証人の顔記憶に関する第一義的に科学的な検査

というわけではない。それ1ま、単独の簿面を避けるための工夫である。パレー

ドによる購一牲識溺の結果には大抵侮らかの纒i纏があるが、一一方、単独面通し

後蠣一性説彗にはしばしば両懸値もない。あ獺界の中で・パレづは最

も奮羅な道具である。欝？3年の統計では、パレードに参撫した証人の単数以下

ほどが被疑者を抜き出したけれど、纏の殆どの人は誰も抜き懲さなかった。も

し、それ以蕾に端面癖行われていれば、賊勢率嘘がよ鯵高くなったことを我々

は疑うことができない。パレードという道具は、不確かな証人を除去する。そ

れ鎌止のものではない。

我々はパレードをそれ以上のものにするような要望を受け取って墾る。パ

レードでの溝一盛1識騨は舞状ではそれ目身で有罪鵯決を確保するのに十分であ

む、このことは私たちの関心事の源泉である。しかしながら我々は、パレ’一ド

から生じる瞬一姓識畷の懸i纏を資料的峯こ高めるような、ノ遭レードに適矯できる
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実践的方法があるかどうかは疑闘に患っている。そこで私たちは、公判におい

てパレードによる講一牲識磯に録して繕与されている懸纏を減少させることに

よって要望に答えることが望ましいと考える。パラグラフ8護で要約された我々

の勧告は、特殊な伏滉下でのみ、パレードでの瞬一性識尉が被疑者・被告人と

端立する主張を構成するように計画されている。

8．捻　それ故、我々はパレード手続の過激な修正を決して求めるものではない。

我々は、警察のパレード実施に関する不満をほとんど受け取っていない。だか

ら、この見産しのもとで鳶われる我々の勧告の大難分は、小さな点と関連して

いるし、多くの事件では警察で賎に実行されていることについて公式の規定を

作るにすぎない。パレード準員彗は、包抵的な手顯を包含するように構成されて

いるのではなく、警察官にとってガイダンスが必要だと考えられる特定の点に

向けられている。我々はそれらが、普通なら遵守薄能な手顯の錬述書の形式を

とるように改定すべきだと勧告する。我々はさらにパレード報告書の檬準形式

についても勧告する。

いったん、講一牲が開題になっていること解被疑者にとって競臼とな縫、隅

一性識懸バレー琴が要請される献溌にあるときには、破縁パレードの縁的と

性質、彼の樫利と出腐しなかったときに起こ蓼うる結果について記載されて

いる》一フレットを最も初鶏の適箋な時点に手護されるべきである。

パレードは少なくとも警離補以上の警察官によって監督されるべきである。

讒人1ま綱一牲識溺を行う目的でバレー琴の参癩者を紹介される以葱には、彼

らと会わないよう手醜しなければいけない。当該事件の状溌が許す鰻琴、謹

人詞士が話をしないようにしなければいけない。

一翼7一
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軍隊や警察といった均質的グループに断属する人々は、遜常、織一牲皺皺パ

レードの参擁者として使矯されてはならない。

被疑者はバレー欝の鋳点で被を代理するソ騨シターを持つことが望ましいが、

これは縫端的な必要条件ではない。もっとも、もし被疑者・被吉人のソ琴シ

ターがいない構台には、事欝を捜査した捜盃客はバレー騨の実施から欝絵さ

れなければならない。

隅一牲識溺を行う贅的のために、通常の壕舎、証人は選んだ人に直接手で触

れることが必要である。神経質な簸人の開題1ま、バレー騨参無考に番号をつ

1づ、選んだ人の番号を示すように依頼することで解決するのが一番よい。

談人の窪発的に発せられた観察（記述〉はどんなものも記録されねばならな

い。

バレー騨の構成員が議すめを鶴いた夢歩くのを見た》したいという証人の要

求は、謹人が最初に選んだ人へめ濁一性識溺を確認するためにそう希望する

という場合以外に鐵探簸されない。その場合には、要求されたメンバーだけ

が議した蓼歩いた鱗することを許される。

パレードを行う警察官は繭もって被疑者に面接をして手緩iについて説明し、

彼の権稗こついて書かれた書面一一付録εの書式Dを手漉すべきである。

バレー討参撫者の名麟と住断絃記鑑されねばならないが、自動的に被疑者・

被告人に闘承されるべきものではない。請求に感じて弁護人に開示される。

パレードは欝事施設で行われてはならない。嗣一性識溺のために醗事施設へ
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の被叡容者が必要なら、通常、その大輪が羅一牲識募彗パレードのために警察

署に行くよう招請されるべきである。破が藪ったら、それ1まパレードヘの参

撫を藪つたと考えられてよい。重大な保安上の筒題がある場合には、バレー

雛ま警察署以外で行われてもよい。しかし、裸安止め要講に縫う穣轡で、警

察官が遜鴬のバレー騨準則のもとで被収客着たちではなく一般鐙人々の参簾

を欝たバレー欝を行うべきである。

記録のために、雑録εにあるような標準形式が全ての警察によって綻驚され

るべきである。書式Aと書式Cの複写は、被告人が告発されるか召喚犠が送

達されたときにできるだけ早く鑓示されるべきである。

講一牲識溺バレー桝こ、兇込みのある簸人の繊薦を要請する召喚犠が維成さ

れるべきである。

鼠鱗　しかし、特露な淺意が求められる3っの点があ甑我々はそれらを鐵下

の3段落で要約する。

i．ノでレー・ドの写真をとること

2．とにかく誰かを隅一性識慰しがちな繧織

3、パレードに録する被疑者・被告人の権層

　最褥め2つについては我々は手続の敗善を勧告する。最後のものにっも・ては

改善を考えるが勧告まではしない。

鼠愚　被疑者がパレードに立っていたかどうかを料藪する機会を陪審がもてる

ように、バレー琴の様子を写真撮影することが提唱されてきた。（ところが）

写真撮影することについての若干考癒に魅する異議申立てがなされてきてお獣
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したがって、若干の代表的な地域で実験を行い、それが不養尾に終わらない霞

鯵におも、て、写真撮影が普遍化されるべきである。

8．総　証人は、誰かを礪足することこそが霞分に窮待されていると感じる故に、

パレードにおいて誰かを溝足してしまう褄講がある（たとえそれが瞬確な統計

によって示されていな》としても）ということを示唆する心理学者からの護擁

に義々は強継衝撃を受けている。我々は証人に録するこの種の圧力を低減する

様々な方法を考察し、最もよい方法はパレードを握当する警察官が証人に録し

て、見た人鞠がいるかもしれないしいないかもしれ拠＼ということを賜白に

述べることだと結論した。我々はこのこと癬、証人がパレードを調査する甕繭

で警察官が讒人に話しかける際になさ耽るべきだと勧告する。

8．重7　パレードを要請した被疑者が、不合鍵に拒否された事擁に我々は鐵会わ

なかったが、パレードヘの権葦辱は瞬確に与えられるべきだと我々は表賭する。

実際、パレードの実施が不必要だったむ実行不能だったむする場会以外には、

我々はそのように行ってきた。我々の勧告によれば、それ獄鋳にパレードを行

っていない場合には法蓮での瞬一権識幾を行うべきではない。しかし、警察と

弁護儲とでパレード実施の条件について続粋な意見繋立がおきる事鰍（我々は

ごくわずかの携に虚会ったのみである）があむうる。我々はこのような意見難

立が裁舞駈の料噺によってその蒔点で解決されるような方法を探索してきた。

しかし、我々はそのままにしておくのが叢幾だとの結譲に達した。これは、パ

レードの条件に関する意見繋立を薄髭な鰻む公平に判薮していかなければなら

ないということである。もし膠着状態になれば、弁護鶴は鎌でもパレードに参

撫せねばならず、異議申立ては法難に提鐵することになる。もしその条件がパ

レードの§的を損なうものであれば、その結粟は無熱なものとして取触接われ

るだろう。パラグラフ8．8も見よ。
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8．捻　野一ティーとヴィラーグの事擁の状混は、2っの時難における警察のア

壁バイ捜査への疑義を生じさせた。第iの段階は、よくあるように、被疑者・

被告人が逮捕甕後もしくは逮捕後少したってからアリバイを擾示するときであ

る。第2の段階は飛車講法法に従って、通知によリア毒タバイが緊示されたとき

である。2つめ時艱における警察の義務は管理運営上の指示によって購確にさ

れるべきだと私たちは勧告する。

8．欝　第iの靉靆では、警察は弁護穫彗に録して、警察が鴛たア夢パイ証人から

の篠述を薩ちに提僕すべきであると示唆されてきた。しかし、これは犯罪人が

偽吟のア1｝バイを構成することを髄けることになろう。我々はそれを勧告せず、

捜査の過窪で警察が文書や霧証を護擁として引き受けるなら、それらを弁護灘

に通知して点、検に供するべきだと勧告する。

8．鎗第2の靉靆において、適密なア婆バイの提示責任は弁護灘ソ蓼シターに

あると我々は考えている。警察の義務1ま、裁鵯の蔚に、ア薯3バイをチェックし、

それと矛題するかもしれない資料を検討することである。彼らには、ア彗バイ

が全体として適窃に裁輝霧に提出されているかを検討する責任はない。

　現行の実務は、警察が弁護翻のア！3バイ証人に面接することを許しているが、．

それは通常、弁護麗ソ琴シターが望めば彼の局癒のもとでの面接となる。ドー

ティーとヴィラーグの事件はこの点を巡って発生する種々の園難を鰹証してい

る。訴追灘証人がそうであるように、弁護麗も証人から欝られた証言を訴追灘

に提供することが好ましいと我々は考えている。警察は適切な証言が擾供され

ない事擁に限ってのみ弁護蜷讒人に面接すべきであると我々は勧告する。

被告人は、捻釦年欝事司法法第餐条に基づいて提鐵されたア解バイの通知に、

彼が自分のア馨バイ立談のために必要な文書を換えることができる。
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ア屡バイ証人から僕達をとるために警察が醜いる書式は、供違が訴遽欝の主

張の一離として握鐵されることが金運麟に窮らかなとき以外は、鵜設による

訴追の可能性についての言及を含んではならない。

ソ琴シターに薄して、ア騨バイ証人を面接したいと警察から還却があったと

きには、可能であれば、彼は面接が欝分の事務翫で行われるように手醒する

べきである。

ドーティーとヴィラーグの事件に照らして、適切な機関は、鍵供される報醜

の基準も含めて、ア屡バイの抗弁を行ううえでの現行の手配が満廷いくもの

であるかどうか、もし不満足である場合にどのような代替が必要か、を考え

るよう要講されるべきである。

欝　公戦後の手続

8．蓉　ドーティーの事件は、控訴銑の繭に新証鍵を得る方法の羅難さを擁護し

ている。我々が考えるに、これらの霞難は、もし鞍告人が霞分にとって最善な

ように自分の事終を公甥と上訴のどちらに持ち黙すのかについての選択鼓を与

えられえないのであれば、新証擁の導入を採絹する一般的な準麟として裁覇湧

が拘束される麟猿から生起するものである。我々は、通常の法施行と一致する

隈むは新証擬の群薄が最大鰻であるべきだと考えてはいるものの、控訴駝に適

醗される現行法に蝿して簿らかの代替案を勧告することはできない．もし法が

ある特定の事灘について璽難を作り聾しているのなら、内務大盤による逆黙会

（レファレンスバック）によって擾われるのが現状では最善だと我々は考える。

8．22　もし弁護士が新証擁を許可されるだろう合理的な機会があることを励言

できるならば、法律鉄騎の一般準則1こよれば、新証礎を上訴で必要とする上訴

　　　　　　　　　　　　　　　　一懇2一



デブ蓼ン郷レぷ一ト該訳（塾完〉（法と心礫学麟究会）

人にはソ穆シターによるサービスが選i常保鐘されるべきである。欝雑年6月の

実務ノート（ドーティ事件の後に発奮された）が、もし緩やかに解萩されるな

ら、この目的を達成するだろう。

もし証鍵が公聡で騨罵可能であるにもかかわらず硬われていない場合には、

新しいソ解シターと弁護士が準暴彗によって選任されねばならない。

8．23　ヴィラーグ事件において、内務省内では新証擬を紹介する手紙を受窪し

てから警察が捜蓋を聡始するまでの類閣は極めて長かった。信じられるように

見える新誕鎚が鐵てきた事件では2っの悶秘・をまず鷺濁するように勧告する。

第iの問いは有罪を覆すか否かということではなく、新証謎が単に事件の状混

を変えるか否かである。もし績溌を変えるのであれば、警察が新しい捜査の形

をとるか完全に再捜査の形をとるかは驚として、即座に全体的な講査の必要が

生じる。第2の闘いは、捜萱の結果として有罪鵯決の正しさに疑いが投げかけ

られることになるかどうかということである。

8．鱗　第2の問も・について、現在内務省で適驚されている審査は硬聾しすぎて

いると我々は考えている。その審萱は挙証責任の転換に近い。駿々は審査は控

訴院で適濡されるべきだと考えている。つま鯵、全ての重要な資料の再吟味の

後、有罪鵯決が安全で溝足がいくとみなされるか否か、ということである。控

訴院への照会ではなく（内務省）内での調査という形式をとる場合には、新証

鑓が全て審査されたかどうかを保証するのは難しいということを我々は認識し

ている。数々は、控訴駝への黙会に適さない事籔を取吟擾う独立の再審蓬機縫

を設鬱する可能性について購究すべきだと勧告する。

Vマジストレイト裁判漸

8、25　多くの遅霞によって、我々の提案の遍照は、蕊式起訴に基づく公判に縷
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定するように決めていた。しかし、もし我々の主たる勧告が受け入れられれば、

マジストレイトたちも購一盤に関する紛争を鵯漸するときには、飛車法統で適

罵される原理を考癒すべきである。

ソ弩シターは、最も♀い機会に、講一牲を争うという被告人の意思表示を裁

判漸と訴追灘に遜織するように難待されている。それが響われないときには、

ア屡バイを捜査する§釣のために妹廷が保証されなければならない。

溝一権が争われている場合、マジストレイトは被告人席霧一牲識溺のみに基

づいて行動することにとらわれるべきではない。十分な珪由なしに隅一姓識

懸バレー騨が省略されたと考えるときは特にそうである。

履　全　　般

8．2§我々の勧告を実施するために縁、新しい法令か駆分的に新しい法令かが

必要であろう。しかし我々は麟定法の変更を最小畷におさえている。というの

も、我々は属一牲が争われる事擁を擾うことに関係する全ての人たち一警察、

ソ棲シター、バ彗スター、裁宰彗富、マジストレイト、賠審一が、このような

事例に闘有の諸賜題とこれらに包含される危険への意識について、その態度が

変わること撰最も必要だと信じているからである。この変化は法と実務との甥

携による発展によって引き趨こされるのが最もよい。我々はこのようなことを

覗き起こす方講牲を蔑に示してきた。こうした経緯は要約の形にはなっていな

いが、裁職官にとって有馬であることをあえて我々は難待する。

鼠27講一性に関する事溺1よ滅多に起こらないということもあって、掃いが

難しい。このような事擁に直面した全ての奪習家一特に、ソ彗シター、バ婆

スター、裁職官、マジストレイトーにとって、適溺できる法ならびに手続や

考慮すべき関連要獲についての陳述書力報力勝に集められていれば大きな働け
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になると我々は考えている。もし我々の勧告が受け入れられれば、iっの法令

と2っの新し華幾則ができるだろう。我々が違べてきたように、それらは裁報

官や弁護士が知る必要がある全てのことを含んでいるわけではない・説示で示

される要点についてのアドバイスは號に裁鵯所によって示されている。携外的

事例と追擁的証槌の権成についての我々の観察は、結局は裁覇藪によって決定

されるものではあるが、その鐡発点として綾絹されるべきである。我々は、全

ての資料とこの件について心に留めるべきガイダンスを含んだ小躍子を内務省

が発行すべきだと勧告する。このことはマジストレイトにとっても本質的に重

要であむ、我々は関連する原蓬を一般的な方法で適照するように求めてきた。

そして、このことは果たすべき司法上の義務がある全ての縫の人々に射しても

葬常に有驚だろう。そういった問題を燈握することが極めて重要となる警察官

の調練にとっても懸纏があるはずである。

　最後に、我々は秘書の」・C・ヒンドレイ氏に多大な感謝を表したい。我々

の仕事は非常に多くの資料を麟究することを含んで》た。我々が特に講蓋した

2っの事擁は、それぞれ大量の文書資料から威っていた。したがって、当報告

書の大駆を構成する、我々の験討した広範な質問についていえば、我々は多く

の意見を受け、多くの講壷を行い多くの蟹答を鴛た。これら全てのことに蝿す

るヒン評レイ氏の強力な掘撞力と綴離への精選力は我々にとって不響欠なもの

であった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デブ壁ン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キャサ畦ン・フ1ターマン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジェルミー・ハッチンソン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フィ瞬ップ・ナイツ

」、クサフォード・ヒンドレイ（事務局長）

（訳：佐藤　達識）
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デブリン脚レポート試訳終了にあたって

福島大学・法と心理学醗究会

　今回の翰をもって新内務大窪に蝿する麟事事件における属一難識懸誕鍵に関

する部門報告（R鐙0鷲竜0抜eS8cre瞼ry　o2S捻te£or腹e琶0搬e　D碑e董0漸

騰魏。£藤＄De舞詫搬礎盤亜Cむ灘醸t號G叢猛v羅ε難。書。重t難ε翌ε登麟。就沁登搬

C越欝重登温Cε慮es〉」の試訳掲載を終了する。

　すでに「連載にあたって（蓼行政袿姿論集悉第餐拳、4畦26、i弱8〉」で遠べ

たように、本碕究会では全分握者が一講に会しての醗究会方式で訳を検討した

うえで試訳を発表してきた。この醗究会には私たちメンバー以外に、庭山英雄

（元専修大学法学翻、2蠹毒暮年度櫨島大学行政社会学駆講鋤、黒沢香（千葉大学

文学離）、浅井千絵・爆野智栄（共に千葉大学密薬科学醗究科）の各氏の参加

を得てお駅訳の検討の上で極めて有意義な会であったと言える・会に参撫し

ていただいたメンバー諸氏に深く感謝したい。もちろん、単なる分握訳ではな

いとはいえ、各車の責任は翻訳握当者にあ鯵、読者諸賢におかれては至らない

点について引き続きご概覇ご指導をお顯いしたい。

　なお、このデブ13ンレポートについては、2倉倉§奪秋に猛出社よむ単行本とし

て刊得する予定である（庭山英雄監訳隅一牲識霧の法と科学雌）。その際には

今までにいただいたご指導を基に訳文を修歪すると共に、試訳連載時には訳懲

していない糧録についても訳達するので僕せて参照されたい。

　最後に今懇の訳を含めた本誌掲載号を紹介しておく。

デブ甥ン舞レポート試訳轡

デブ琴ン郷レポート試訳121

デブ琴ン郷レポート試訳麟

デブ謬ン騨レぷ一ト試訳翰

行政桂会論集、麺、4426、1鱒8。

行政縫会議集、翅、稔餅2鍵、鴛99。

行政縫会論集、欝、75畦33、総総。

行政後会論集、捻、鶯3綾56、2㈱。

一驚6一


